
千歳市商業等活性化事業補助金のうち 

チャレンジショップ事業 
  

市民ふれあいプラザ※１を利用して試験的に販売、 

サービスの提供等を行う場合に、会場の利用料 

について支援を行います。 

※１ 千歳市商店街振興組合連合会事務所内（幸町１丁目） 

 

１ 対象者 

起業を目指している方 又は 起業後３年以内の方 

※個人の場合は申請時に千歳市に住民登録を行っていること。また、法人の場合は申請時に千歳市内に

登記がされていること。 

 

２ 対象経費 及び 補助率 

市民ふれあいプラザの利用料、補助率 １／２以内 

※対象期間は概ね、連続する７日以上、１か月以内とします。 

 

３ 募集期間 

 随時受付（ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します） 

 

○詳細については、商業等活性化事業補助金交付申請の手引き、要綱を必ずご確認ください。 



 【補助金交付の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※交付決定日以降に実施したものに係る経費が補助対象となります。 
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【利用料金】※令和８年４月１日時点                           （税込） 

面積 約 270cm×300cm １日（9 時～17 時）あたり 祝日がない１週間の場合 

冬季 平日 1,200 円 
9,520 円 

10～５月 土日祝 1,760 円 

夏季 平日 880 円 
7,040 円 

６～９月 土日祝 1,320 円 

※上記以外の時間の利用希望については要相談 

【問合せ先】 

千歳市産業振興部商業労働課商業振興係 

〒066-8686 千歳市東雲町 2 丁目 34 番地 

TEL 0123-24-0598 

 

千歳市商店街振興組合連合会 

〒066-0063 千歳市幸町１丁目９番地 

TEL 0123-26-7007 

 

【留意事項】 

・営業に必要な許認可がある場合は、事前に受けていることが必要です。 

・風営法第２条に規定する営業やフランチャイズ・代理店契約等による事業、 

２親等以内の親族から引き継ぐ事業などは対象外です。 


